
                                 令和5年7月10日 

生 徒 指 導 部 通 信  第８号 

大阪府立吹田東高等学校 生徒指導部 

 

ルールメイキング・校則保護者アンケート☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆☆★ 
 

生徒総会の議決に肯定的な意見が多数の傾向 
さらに議論を深めましょう 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆☆★ 

 

 期末考査返却期間ですね。結果はどうでしたか？さて、先日実施された校則に関する保護者アンケー

トの結果は、以下のとおりです。ご協力いただいた保護者のみなさま、ありがとうございました。 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

★保護者からは実に多様なご意見をいただきました。①については「巻き髪だから派手に見える、スト

レートだから真面目に見えるは、見た目の偏見でしかないとおもいます。」「反対の合理的な理由が思い

つかない」「巻き髪に時間を取られても遅刻せずに登校できるなら良いのではないかと思います。」「身

だしなみは必要だが、おしゃれは学校以外ですれば良いと思います。」「派手な印象を受け、学校の品位

が下がるように思う」②については「髪型で学業の成果が左右されると考えにくいから」「くせ毛に悩ん

でいる子は現実にいるので。自己肯定感をあげるならばいいと思います。」「さすがにパンチパーマはよ

くないですが、緩いパーマ位なら、個性でいいんじゃないでしょうか。」「誰しも表現の自由はあるが、

未成年でもあるので全員が秩序を守って表現を楽しむことの大切さを理解できるか不安です。パーマは

お金がかかるので大人になってから楽しめばいいのではと思います。」「多様性というものは聞こえは良

いけれど、何でもありとは違う。お金のかかる事なので、自分でお金を出すわけではないので、そこま

で必要ないと思う。」・・・・。保護者の意見も参考に今後の議論に生かしていきましょう。 

なお、現行の校則は何も変わっていません。くれぐれも校則違反のないよう心がけてください。 

 

①巻き髪を許可してほしい   

おおむね賛成 65.7% 165 

反 対 17.5% 44 

わからない 16.7% 42 

 

②パーマを認めてほしい 

おおむね賛成 54.6% 137 

反 対 28.2% 71 

わからない 17.1% 43 

③ツーブロックの基準を 

決めてほしい 

おおむね賛成 78.9％ 198 

反 対 3.9% 10 

わからない 17.1％ 43 

④地毛申告書（証明）は 

書面ではなく口頭のみに 

してほしい 

おおむね賛成 57.0％ 143 

反 対 16.7％ 42 

わからない 26.3％ 66 

 

★教員と生徒の「ルールメイキング・意見交流会」を開催します   

先生たちも議論を重ねています。そこで改めてルールメイキングの会・生徒会執行部、そして有

志の生徒のみなさんと話し合いの機会をもちたいと思います。会の参加人数は生徒の熱意に比

例します。人任せではなく、わがこととして積極的に参加してください。 （裏面申込用紙） 

日時：7 月 20 日（木）13:20～14:30（最大 15:00 予定） 場所：2 階会議室  

回答総数 

251 

3 年： 48 

2 年： 89 

1 年：114 

 

在籍 901 

回答率 

27.9％ 


